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 2007 年から 2009 年にかけて，三重県北勢地域の 3 地点において粒子状物質の調査を

行った．PM2.5 質量濃度は沿道地域，住居地域，バックグラウンド地域の順に 18 ～ 24     
μg/m3，13～20 μg/m3 および 10～16μg/m3 の範囲にあった．調査期間中の PM2.5 質量

濃度に明確な減少傾向は見られなかった． 
PM2.5 質量濃度の変動は 3 地点で概ね同様の傾向がみられた．PM2.5 の含有成分を調

査したところ，地点間の濃度差は炭素成分の影響が大きいと考えられ，PM2.5 質量濃度

の変動はイオン成分濃度の変動による影響が大きいと考えられた．また，PM2.5 中の元

素状炭素は沿道地域，住居地域，バックグラウンド地域の順に PM2.5 質量濃度の 10.2～
38.1，6.7～23.8，6.0～23.2％の範囲にあり，全炭素成分では 18.8～46.2，15.0～37.1，14.4
～30.1％の範囲であった．  
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はじめに  
 環境大気中の浮遊粒子状物質濃度は，近年改
善が認められるものの，全国的にも，必ずしも
すべての基準点で達成したとはいえず，本県に
おいても，オキシダントと同様に，今日の大気
環境の大きな課題の一つとして認識され続けて
いる． 
浮遊粒子状物質の中でも，人体への影響が大

きいと懸念されている微小粒子については，
2009 年 9 月に，PM2.5 質量濃度の環境基準が示
され，実態の把握と対策が求められている． 
本県では 2003 年から，大気中の粒子状物質に

ついて，調査を行ってきた． 1～3) 
2007 年からは PM2.5 に注目して三重県北勢

地域の 3 地点で調査を実施し，PM2.5 質量濃度
および含有成分について調査を行ったのでその
結果を報告する． 

 
 

方  法 
１．調査地点 
 調査は，県北部の自動車 NOｘ・PM 法規制対
象地域において，納屋（沿道地域），桑名（住居
地域）および桜（バックグラウンド地域）の 3
地点で行った．調査地点を図 1 及び表１に示す． 
２．調査期間 

2007 年 4 月から 2010 年 3 月まで，四季別に
調査を行った． 
３．採取・分析方法 
試料の採取は，FRM サンプラー（FRM2000）

および PCI サンプラーにより行った．採取期間
は 14 日間を基本とした． 
粒 子 状 物 質 の 捕 集 に は 石 英 繊 維 ろ 紙

（2500QAT -UP）を用いた． 
 捕集した試料は，湿度 50%のデシケーター中
で 24 時間以上放置した後，重量を測定し，炭素
成分，イオン成分および金属成分を測定した．
測定項目及び測定方法を表２に示す．
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月に示された環境基準値は 24 時間採取による
濃度である．両者を単純に比較することはでき
ないが，いずれの地点でも，環境基準値である
15μg/m3 を上回る可能性があり，常時監視体制
の速やかな構築による実態把握が求められる． 

2007 年 5 月には，自動ＮＯx・PM 法が改正さ
れ，局地汚染対策や流入対策などの新たな対策
が盛り込まれた．また，ハイブリッド自動車を
はじめとする低公害車の開発，普及が今後進む
ことにより，自動車排出ガスによる汚染状況は
大きく変化する可能性がある．これらの効果を
評価し，粒子状物質対策を進めるうえで環境実
態の把握，発生源の寄与推定は重要であり，
PM2.5 質量濃度およびその含有成分に関して，
引き続き精度の高い実態調査が必要と考えられ
る． 

まとめ 
2007 年 4 月から 2010 年 3 月まで，県内北部

の 3 地点において，PM2.5 質量濃度等の調査を
行ったところ，PM2.5 質量濃度に明確な減少傾
向は認められなかった． 

PM2.5 の含有成分について，3 地点で比較し
たところ，イオン成分濃度には大きな差はなく，
その変動傾向が類似していた．炭素成分濃度は
納屋，桑名，桜の順で，その変動傾向に類似性
はみられなかった． 

PM2.5 の主要成分である炭素成分は桜，桑名，
納屋の順に PM2.5 質量濃度の 14.4～30.1，15.0
～37.1，18.8～46.2％の範囲にあり，元素状炭素
は 6.0～23.2，6.7～23.8，10.2～38.1％の範囲に
あった． 

PM2.5 中の金属成分は Na，Al，K，Fe や Ca，

Zn，Ti の濃度が高く，数十～数百 ng/m3 程度で
あった．これら成分を 3 地点で比較すると濃度
差は数倍程度であった． 

2009 年 9 月に，PM2.5の環境基準が設定され，
質量濃度の常時監視が行われることとなるが，
その対策には質量濃度の変遷だけでなく，含有
成分を調査し，その発生源を把握することが重
要である． 
今後，NOx・PM 法の見直しによる効果や，

低公害車の普及などにより PM 成分のなかでも
特に炭素成分の低減が期待される．適切な
PM2.5 汚染対策を講じる上で，その発生源の把
握は重要であり，引き続き調査を行い，その変
遷を把握していく必要がある． 
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